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研究成果の概要（和文）：本研究では東アジア人権ガバナンスにおけるグローバル規範と地域規範の競合と協働
を検証した。①地域レベルの人権レジーム構築の動きと課題、人権NGOの活動、②マレーシアとフィリピンに着
眼した事例研究、③ビジネスと人権分野の制度構築過程を分析した。その結果、①人権委員会・人権NGOの地域
連携が進んでいるものの、地域人権レジームの制度設計に市民社会の動きが反映されていない点、②マレーシア
とフィリピンでは人権委員会・人権NGOの政策提言、人権救済活動が一定の成果をあげていること、③ビジネス
と人権分野では人権規範化が進んでおり、今後この分野から人権制度構築が進展していく可能性があることが明
らかになった。

研究成果の概要（英文）：This research focuses on human rights governance in East Asia and examines 
competition and cooperation between global and regional norms. It analyzes  (1)the institutional 
buildings of regional human rights regimes and their limitations, as well as the activities of human
 rights NGOs; (2)the case studies of Malaysia  and the Philippines; and (3)institutional buildings 
in business and human rights. The research uncovers the following : (1)Although regional 
collaboration between the Human Rights Commission and human rights NGOs is proceeding, the civil 
society movement is not reflected in the institutional design  of regional human rights regimes; (2)
in the cases of Malaysia and the Philippines, the Human Rights Commission and human rights NGOs play
 key roles in regard to policy recommendations and human rights remedies; and (3)human rights norms 
have been advanced in the business and human rights, and the institutionalization of human rights is
 expected to progress from this field . 

研究分野： 国際関係論
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１．研究開始当初の背景 

アジア人権論及びアジア市民社会につい

ての昨今の研究動向を俯瞰すれば、アジア的

価値と普遍的人権観についての研究（大沼

1998、2000）はもとより、アジア市民社会（竹中

2008、高原 2008、田中 2008）やアジアの人権

ガバナンス（勝間 2011）についても一定程度

の研究蓄積が窺われる。しかし、こうした研究

は特定の市民主体や人権レジームに着眼し、

市民社会主体と国家主体といったトラック間関

係や、人権領域と地域主義の関係といった相

互作用についての分析が乏しく、規範形成の

重層性を分析する視点は希薄である。東アジ

ア人権ガバナンスにおいて「アジア市民社会」

と「アジア的価値」とは競合規範であるのか、

複合化可能であるのか、体系だったメカニズ

ムの構築には至っていない。国家における地

域統合認識の変容（Katzenstein 2005）や非

国家主体による地域化の動向（Chen 2005; 

Frost 2008）についての研究が蓄積される一

方で、国際規範（グローバル・ガバナンス）と地

域規範（地域ガバナンス）の相互関係は明ら

かにされてはいない。そこで本研究が提起す

るのが人権ガバナンスの分析を通じた国際規

範と地域規範の相互作用の検討である。 
 
２．研究の目的 

本研究の目的は東アジア地域統合におけ

る「人権」規範に着眼し、グローバル・ガバナ

ンスにおける国際規範と地域規範との相互作

用を解明することにある。人権は、国際社会の

秩序を維持する国際規範であると同時に地域

の紐帯を促進する地域規範でもある。アジア

市民社会の活動によって普遍的な人権規範

が称揚される一方で、アジア的価値に見られ

るような相対的な人権観も温存されている。人

権という国際規範は、一方でグローバル・ガバ

ナンスの重要性を提起し、地域規範を包摂し

つつも（規範の複合化）、他方では地域規範

や地域統合の深化拡大によってグローバル・

ガバナンス自体が相対化される可能性もある

（規範の競合）。本研究では、アジア市民社会

とアジア的価値の緊張関係を詳らかとしながら、

規範の競合・複合化のメカニズムを解明する

ことを企図している。 
 
３．研究の方法 

本研究では、「主体」としてのトラックと「行為」

としてのトラックを分けて考察を行う（政治家が

個人の資格で市民活動を行う場合、主体とし

てはトラックⅠであるが行為としてはトラックⅡ

またはⅢである）。アジア市民社会とアジア的

価値それぞれの規範を重層的に比較検討す

るという主旨から、地域要因と国際要因それ

ぞれにおけるトラック間の対応関係を検討して

いく。トラック別に事例を析出し、各々の事例

において「アジア市民社会」と「アジア的価値」

の規範が競合しているのか複合化しているの

かを地域要因と国際要因とを比較しながら検

討していく。その際に①規範が競合化におい

て特定の規範が採用されるメカニズムは如何

なるものか、②規範の複合化において、如何

なるメカニズムが働いているのか、という二点

を基準にして分析を行う。 
 
４．研究成果 

第一に、ASEANレベルの人権レジーム構築の

動向とその課題、および人権NGOの活動につ

いての研究を進めた。第二に、マレーシアとフ

ィリッピンに着眼した事例研究を行った。第三

にアジア市民社会の動向を踏まえながら、ビジ

ネスと人権分野の制度構築の過程を分析した。

これらの研究成果として、グローバル・リージョ

ナル・ナショナルのそれぞれの位相における

人権NGOの協調・連携とその限界について考

察を進めることができた。研究成果としては、

（1）人権委員会ないし人権NGOの地域的連携

が進んでいるものの、ASEANレベルの人権レ

ジームの制度設計に市民社会の動きが反映さ

れていない点（この点においては伝統的なア

ジア的価値とグローバルな人権観の角逐がい

まだ随所にみられる）、（2）マレーシアとフィリッ



ピンのナショナル・レベルで見た場合、人権委

員会や人権NGOの政策提言および人権救済

活動が一定の成果をあげていること、（3）（（1）

で見たように人権レジーム構築の動きは全体と

して低調ではあるものの）ビジネスと人権分野

においては人権規範化、制度構築が一定の

進度で進んでおり、むしろビジネスと人権分野

から人権制度構築が今後進展していく可能性

があること等を指摘、強調した。本研究の研究

期間は今年度で終了であるが、引き続き調査

研究を継続するとともに、研究成果の論文化を

行う予定である。 
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